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1．概要 

 本研究は、現在の日本のギャンブルの実態やギャンブル依

存症者の現状を明らかにし、ギャンブル依存症問題を中心に、

IR法案が導入された後の日本がどう変化するのかを考察した。

次に、IR法案が導入された後の日本の変化について予測する

ために、IR先進国であるアメリカ（ネバダ州）、マカオ、シン

ガポールの 3 カ国の IR 導入後のギャンブル現象の変化を事

例として研究を行った。研究により、日本に IRが必要である

かを考察した。 

2．背景 

２.１日本のギャンブルの現状 

 現在、日本には多くのギャンブルが、娯楽として提供され

ている。特に日本は、他国には無いパチンコ、スロットがあ

る事もあり、ギャンブル機の設置数は、2017 年の日本には

4,525,253 台で、2位のアメリカは、884,239台と日本と比べ

約 5倍ある。[１]国内のギャンブル等依存に関する疫学調査で

は、ギャンブル等依存が疑われる男性が 6.7％、女性が 0.6％

と多くの人がギャンブル依存の疑いがある。（表１）[2]次に多

いオーストラリアは、男性 2.4％女性 1.7％と、主に男性であ

るが大きな差がある。ギャンブル機の設置が日本に次いで多

かったアメリカは、全体で 1.9％と日本と比べると劣るが高

い水準である。以上のことから、ギャンブル機の設置数が多

い事も、ギャンブル等依存が疑われる人が多い 1 つの要因で

ある事が読み取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

表１ 各国のギャンブル等依存が疑われる割合 

 

（出典：国内のギャンブル等依存に関する疫学調査）[2] 
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2.2 ギャンブルと社会的問題 

ギャンブルは、社会的な問題になっているのも日本の現状

である。特に問題となっているのは、健康・生活の問題であ

る。ギャンブルに負けてしまうことで、消費者金融から借金

をしてしまい、その結果、心の病となり、対人環境の悪化や

最悪の場合自殺という結果の危険性もある。[3]このような、

問題を解決するために、日本にも、ギャンブル等依存症対策

基本法がある。この法律は、平成３０年１０月の５日に施行

され、ギャンブルにのめり込むことにより、日常生活又は、

社会生活に支障が生じないようにするものである。基本的な

施策としては、国民がギャンブル等依存症問題に関する関心

と理解を深め、ギャンブル等依存症問題に関する教育及び、
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学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の普及や、ギャン

ブル等依存症である者等の円滑な社会復帰できるように、就

労の支援を推進する取り組みなどをしている。［4］だが、実際

のところ法律を作ってはいるが、ギャンブル依存症者が他の

国よりも群を向いて多いことから、国民には余り普及してお

らず、効果もあまり発揮できていないのでないかと考えられ

る。 

2.3 IR法案可決の効果とリスク 

 日本は、ギャンブルに対する対策や法律が不十分な中で、

IR法案（カジノ法案）を可決させた。IR法案の、正式名称は

「統合型リゾート整備推進法」であり、この法案は日本に統

合型リゾート施設を設置し、外国人観光客の増加、インフラ

整備による雇用の促進、税収増加などの効果を得ることを目

的とした法律である。統合型リゾートは、ホテル、ショッピ

ングモールなどのエンターテイメント施設内にカジノを取り

込んだ施設である。[5] 

 IR法案は、すでに問題も起きている。研究のきっかけとも

なった、IR事業に関する議員の汚職問題である。この問題は、

秋元司衆議院議員が IR 担当の内閣府副大臣を務めていたと

きに、不正に中国企業から賄賂を受け取っていた問題である。

[6]まだ、導入されていないこの段階で、問題が起こることは、

今後、さらに問題が起きていくことが予測できる。 

 IR法案導入の効果については、シンガポール事例を参考に

考察する。主な効果としては、３つ挙げられる。１つ目は、

海外から来る観光客の増加により生まれる経済の効果である。

シンガポールの観光収入の内、IR 開業前の 2009 年の「ツア

ー・エンタメ」収入は全体の 2％だったのに対し、IR 開業後

の 2010 年には、「ツアー・エンタメ・ゲーミング」となり、

全体の 21％に増加している。IR 開業後は、「ツアー・エンタ

メ・ゲーミング」だけで無く、宿泊や飲食、ショッピングも

増加していることから、観光産業全体を活性化させるのでは

無いかと考えられる。2つ目は、雇用創出効果である。シンガ

ポールでは、2012 年の時点で 2 つの IR 施設で、直接的に約

22,000 人の従業員が雇用されており、IR産業からの波及的な

影響を含めると、少なくともさらに 40,000人の雇用が創出さ

れている。また、2012年時点で約 7割を地元から雇用してお

り、地域の活性化に繋がるのではないかと考えられる。3つ目

は、IRの税収により、財前が確保される事である。シンガポ

ールでは、政府の税収が IR導入後の 2010年から 2012年にか

けて大きく増加している。IRの導入は、日本にとっても大き

な資産の１部になると考えられる。[7] 

 IR法案は、効果だけで無くリスクも当然ある。IR法案のリ

スクについては、シンガポール、アメリカ（ネバダ州）、マカ

オを参考に考察する。シンガポール、アメリカ（ネバダ州）、

マカオの３つの地域で対策されているリスクは、大きく分け

ると３つある。1つ目は、マネーロンダリングされる危険があ

ることである。マネーロンダリングは、一般に、犯罪によっ

て得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにし

て、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為

のことである。このような行為を放置すると、犯罪による収

益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、

組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用

いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与

えてしまう。[8]2つ目は、カジノの施設周辺の治安の悪化であ

る。カジノを含む IRができることにより、日本とは文化や価

値観の異なる外国人観光客が増加し、IRのできた地域の犯罪

が多くなる。３つ目は、ギャンブル依存症が増えることであ

る。ギャンブル依存症とは、ギャンブル等（公営競技、パチ

ンコ屋に係る遊戯その他の射幸行為）にのめり込むことによ

り日常生活又は社会生活に支障が生じている状態をいう。[9]

表 1 のギャンブル依存が疑われる割合からも分かるが、日本

はこのギャンブル依存者が他国と比べて多い。これだけギャ

ンブルの浸透した国に、IRを取り入れることは、さらにギャ

ンブル依存者を増やしてしまうと考察する。 

多くの問題が予想される中で、IR法案を導入するべきかを、

ギャンブル依存症問題を中心に考察する。 

３．目的 

 IR法案導入後、日本のギャンブル現象にどのような変化が

起きるかを考察する事で、今後の日本に必要かどうかを考察

する。その課程で、ギャンブル依存症者の推移と対策・コロ

ナの影響について検証する。 

４．研究方法 

 アメリカ、マカオ、シンガポールの３カ国を中心に、IR法案

導入後（主にカジノ）の変化を、ギャンブル依存症の推移・

対策を中心に先行研究論文を用いて検証する。 

５．結果 

5.1アメリカ（ネバダ州） 

5.1.1 IRの導入時期 

https://biz-journal.jp/tag/%e7%a7%8b%e5%85%83%e5%8f%b8


ネバダ州には、主たる産業が銀鉱山を中心とした鉱業しか

無く、1900年代に入りその採掘量が激減して以降、州経済は

低迷していた。さらに、1929年の世界恐慌により、鉱業の取

引価格が急落し、経済状況は悪化した。この状況を打開すべ

く、1931 年に州政府は、ギャンブルの合法化を踏み切った。

その後、1940年代には、ラスベガスにカジノが次々に開業し、

カジノが州経済発展の原動力となった。[7] 

5.1.2ギャンブル依存症率と対策 

 ネバダ州では、ギャンブル依存症の有病者数・有病率は、

2002年の時点で 95,100人であり、6.4％であった。また、調

査基準は不明であるが、2009年の有病者数は 58,500人、2012

年の有病者数・有病者率は 56,315 人で 2.7％であった。2002

年から、2012 年の有病者率を比較しても 3.7％のギャンブル

依存症有病者が減少していることが分かる。ネバダ州のギャ

ンブル依存症対策は、徹底された法規制では無く、カジノ運

営事業者による責任あるゲーミング活動、カジノ運営事業者

の支援を受けた民間団体による取り組みが中心となっている。

民間団体による取り組みは、NCRGとギャマノンが主としてあ

げられる。NCRGは、ギャンブル依存症者およびその家族の救

済を目的とする機関であり、ギャンブル依存症の理解促進に

関する調査・研究への資金提供を行っている。ギャノマンは、

ギャンブル依存者の関係者のための自助団体であり、ギャン

ブル依存者の家族・友人の自己回復支援を行っている。州に

よる取り組みは、ACPGが主である。ACPGは、ネバダ州法 458

章に基好き設置された保険福祉省の諮問委員会である。保険

福祉省に対する支援と問題ギャンブルの防止・治療に係わる

補助金プログラムへの支援を行っている。[7] 

5.1.3 コロナの影響 

 アメリカネバダ州（ラスベガス）でも大きな影響を受けて

いる。データによると、2020年の１期から大幅に売り上げが

下がってきている。これは、コロナが流行した時期と重なる

ため、コロナが IRに影響を及ぼしているといえる。[10] 

5.2マカオ 

5.2.1 IRの導入時期 

マカオでは、1842年に隣接する香港がイギリスの植民地に

なったことにより、貿易港としての競争力が低下し、政府の

税収も減少した。そこで、税収増加施策の一環として、1847

年にカジノを含むギャンブルを合法化した。その後、2000年

7月にマカオ賭博委員会を発足し、カジノ事業の発展・法律・

行政法規及び政策についての調査・研究を経て、2001 年に、

マカオ政府は、カジノ市場を開放した。[7] 

5.2.2ギャンブルン依存症と対策 

マカオでは、アメリカ精神医学会による DSM4基準で「病理

学的賭博」（Pathological Gambling＝持続的で反復的な不適

応的賭博行為。10項目中 5項目以上に該当）の疑いがある人

の割合は、2003 年から 2010 まで上昇傾向だったが、2013 年

には減少傾向となっている。マカオのギャンブル依存症対策

は、2012年にマカオ博彩監察協調局がギャンブルによる障害

の軽減を目的とし、責任あるゲーミング推進施策を策定した

ことが大きい。取り組みとしては、カジノ運営事業者に対し

て、従業員に対する問題ギャンブル及び責任あるゲーミング

に関する研修や、顧客に対する責任あるゲーミングに関する

情報提供、カジノに誘導する宣伝及び虚偽の宣伝を禁止する

などの内容である。2013年に、ギャンブル依存症有病者が減

っていることより、この責任あるゲーミング推進施策は、効

果があったといえる。[7] 

5.2.3 コロナの影響 

 マカオ政府博彩監察協調局（DICJ）が 1月 1日に出した 2020

年 12月のマカオの月次カジノ売上は、前年同月から 65.8%減

っている。これは、コロナが流行した時期と重なるため、コ

ロナが IRに影響を及ぼしているといえる。[11] 

5.３シンガポール 

5.3.1 IR導入の時期 

シンガポールの政府は、2005年 10月から 11月にかけてカ

ジノ管理法案を作成し、2006年の 2月に議会により可決され、

同年の６月に施行された。その 4年後の 2010年に、2か所の

IRが開業した。[7] 

5.3.2 ギャンブル依存症率と対策 

シンガポールの、ギャンブル依存症率は、2005年から 2014

年にかけて低下してきている。IR が開業した 2010 年の翌年

2011 年と 2008 年を比較しても低下している。しかし、2008

年から 2011年において、病的ギャンブルの割合が大きくなっ

ていることがわかる。問題ギャンブルと比べ、病的ギャンブ

ルは重度であり、IRが開業したことによるものだと考えられ

る。[7] 

シンガポールが、ギャンブル依存症率が低下しているのは、

ギャンブル依存症対策の充実にある。シンガポール政府は、

2005年に IRを閣議決定するに当たって、6項目からなる国家



フレームワークを導入した。1つは、問題ギャンブル全国協議

会の設立である。カジノ管理法に基づき設置され、ギャンブ

ル依存症に関する支援の実行や顧客の排除及び入場回数制限

の実施を行っている。2つ目は、ギャンブル依存に関する公教

育である。健全な社会の育成を支援すること目的とした政府

機関である社会復興省による、ギャンブル依存者とその家族

の支援や国民への教育を行っている。3つ目は、コミュニティ

に対する、カウンセリング及びサポートサービスの提供であ

る。民間の組織であるワンホープセンターとシルバーライニ

ングの 2 つの NPO 団体が行っている取り組みである。ワンホ

ープセンターは、問題ギャンブルの影響を受ける人たちに対

し、カウンセリングやサポート・グループ・ミーティングを

実施ししている。シルバーライニングは、ギャンブルに係わ

るリハビリサービスの提供や、依存症者及びその家族に対す

るカウンセリングを実施している。4つ目は、ギャンブル依存

症者への治療の強化である。これは、民間の WE CARE 地域サ

ービスという、団体によるもので依存症のための治療プログ

ラムを提供している。5つ目は、ギャンブルの研究施設の充実

である。国が依存症管理サービス機構を設置し、ギャンブル

依存症の効果的な治療方法の発見に関する調査をし、対策に

つなげている。6つ目は、厳格な法規制の導入である。カジノ

管理法に基づき、入場料の徴収、年齢制限、排除プログラム、

入場回数制限など厳しく定められている。[7] 

5.3.3 コロナの影響 

 シンガポールではカジノ統合型リゾート（ＩＲ）を運営す

るマリーナ・ベイ・サンズが発表した 2020年 12月期決算は、

ＥＢＩＴＤＡ（利払い・税引き・償却前利益）前期から 77％

減少した。[12] 

６．まとめ 

アメリカ、マカオ、シンガポールにおいて IR の導入後は、

1 時的にギャンブル依存症が増加していたが国や民間組織に

よるギャンブル依存症対策を充実させることにより、依存症

者率を減少させることに成功していた。   

 日本には、多くの公営ギャンブルがあり IRが導入されてい

ない現在でも、ギャンブル依存症有病者率は、世界で 1 番多

い現状である。このことから日本は、ギャンブル依存症対策

が整っていないといえる。この状態の中で、IRを導入するこ

とは、さらなるギャンブル依存症の増加に繋がるとともに、

アメリカ、シンガポール、マカオ以上の対策をとる必要があ

る。また、IRは、コロナの影響を大きく受け、収益が安定し

ないことが分かった。 

今現在ある公営ギャンブルの対策が、浸透していない現状

の日本では、IRを導入後のギャンブル依存者の増加を止める

事は、難しいと考察した。ましてや、コロナの影響を大きく

受けると明らかになっている IRをこのコロナ過で、導入すべ

きでは無い。 

７．提案とその効果 

 以上のことから私は、IR導入を先送りにし、日本に今現在

あるギャンブル問題に向き合う必要があると考える。確かに、

IR導入は、経済効果としては、大きな物となるかもしれない。

しかし、現在は、コロナの影響で自粛要請や、営業時間の短

縮により、IR施設の経営は厳しくなっている。コロナが完全

に落ち着くまでは、IRを導入せず、シンガポールの事例を参

考に、問題ギャンブルの影響を受ける人たちに対してのカウ

ンセリングやギャンブル依存症者への治療の強化を図り、依

存症問題の解決を優先して行うべきであると考える。 

今の日本が行うべきなのは、IRを導入する事ではなく、治

療機関やギャンブル依存問題の対策に予算をあて、充実させ

ることではないだろうか。 

８．今後の課題 

 今後の課題としては、IRが導入されても、日本のギャンブ

ル現象、ギャンブル依存者率が変動しない対策や仕組みを作

り、その対策や仕組みを国民に浸透させる事が必要となる。

その為にも、現在日本にすでにある公営ギャンブルに対する

改革を行っていくことが最も重要ではないのだろうか。 
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